
 

10月から ごみ出しに使用する袋について 
 

燃やすごみ指定ごみ袋 
（これまでどおり店舗等で購入してください） 

埋め立てごみ指定ごみ袋 
（先行導入期間は町が配付します） 

透明袋 （店舗等で購入してください） 

①燃やすごみ ②埋め立てごみ 

（プラスチック、空き缶、空きびん、ペットボトル、危険ごみ、特定ごみ、古着、小物金属） 

            ③その他資源物 ※紙製資源物、紙パックを除く 

※紙製資源物、紙パックは「ひもで結んで」出してください。 

ごみ出しに使用できる袋は、大きく分けて、３種類あります。 

①燃やすごみ用  ②埋め立てごみ用  ③その他資源物用 の３種 

【大】            【小】 

 

45 ﾘｯﾄﾙ相当       15 ﾘｯﾄﾙ相当           

【中】 

 

30 ﾘｯﾄﾙ相当          

 

45ℓ 

透明 

※大きさの上限 

町指定 町指定 町指定 

市販袋等 

45ℓ以下、無色透明の袋であれば 

市販の袋以外でも、使用できます。 

●商品を包んでいた袋など 

 

透明袋〇 半透明袋× 

市販品の包装に、「透明」又は「半透明」と表示されています。 

必ず「透明」と表示がある商品を選んで使用してください。 

 

以下 

取っ手付も可 

決められた袋以外でのごみ出しは、違反ごみです。 
決められた袋に入らない（袋の口を結べない）ごみは、「粗大ごみ」になります。 

御船町環境保全課 環境衛生係 ☎282-1604 

【全戸配布】新たなごみ出し方法の先行導入地区にお住いの皆様 


